
令和５年１月３１日 
生活文化スポーツ局 

 
 

第27次東京都消費生活対策審議会 答申 
  

「多摩消費生活センターの機能強化について」 
       「東京都消費生活条例施行規則の改正について」 

 
 
多摩消費生活センターの機能強化及び東京都消費生活条例施行規則の改正について、本日、東京都消費

生活対策審議会（会長：鹿野菜穂子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授）から知事宛てに答申がありまし

たのでお知らせします。都は、この答申を受け、多摩消費生活センターの機能強化及び東京都消費生活条

例施行規則の改正を進めてまいります。 

  
 

１  多摩消費生活センターの機能強化について 

 

⑴ 答申のポイント 

  
 

 

令和 12(2030)年の SDGｓの達成や、社会のデジタル化の一層の進展など、消費生活をめぐる今後の

展望を見据えて策定した次期東京都消費生活基本計画（計画期間：令和 5 年度から 9 年度）の基本方

針と、多摩消費生活センターが今後果たすべき役割として市町村や消費者団体等との連携・協働及び

多摩地域の特色に根差した事業の展開を据え、今後の取組の方向性の検討を行った。 

 
 
 
 

機能 方向性 今後の取組 

学習の場の提供 施設の環境整備や機能強化による利便性の向上 

・安全で使いやすい通信環境の整備 

・新規団体への活動場所の提供と交流 

促進  等 

消費者教育 多摩地域・多摩センターの特色を生かした情報発信・教育 

・講座等のオンライン配信・収録に適し 

た環境の整備 

・エシカル消費や食育の推進 等 

市町村支援 センター機能の発揮による「点」から「面」への拡大 

・各種会議を通じた市町村との緊密な 

連携 

・市町村の取組を横断的に提供 等 

 

※「多摩消費生活センターの機能強化について」の答申の概要は別添のとおりです。 
 

⑵ 答申に至るまでの経緯 

    令和４年11月16日  

「多摩消費生活センターの機能強化について」知事から審議会へ諮問 

 

    令和４年11月から令和５年1月 

   「多摩消費生活センターの機能強化検討部会」を計3回開催 

 

 

＜ 基本方針 ＞ 
 
 

＜ 多摩消費生活センターの３つの機能と今後の取組＞ 
 
 

t0520679
スタンプ



２  東京都消費生活条例施行規則の改正について 

 

⑴ 答申の概要 

 

  

特商法及び同施行規則の改正並びに民法の改正に伴い、条例施行規則の規定を整備すべきである。 

 

○東京都は、昭和63年度から不適正取引防止対策事業を開始し、特定商取引に関する法律及び東 

 京都消費生活条例に基づき、不適正な取引行為を行う事業者への処分・指導を実施。具体的な 

不適正な取引行為については、東京都消費生活条例施行規則で定めている。 

 

      ○令和４年６月１日に施行された特定商取引に関する法律及び同施行規則の改正により、文言の

追加や号の削除が行われたこと、また、令和２年４月１日に施行された民法の改正により文言

の言い換えが行われたことから、これに伴って条例施行規則について規定を整備すべきである。 

 

 

⑵ 答申に至るまでの経緯 

令和５年１月３１日 

「東京都消費生活条例施行規則の改正について」知事から審議会へ諮問 

 
３  答申の閲覧 

答申全文は「東京くらしＷＥＢ」ホームページからご覧いただけます。 
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hourei/singi/27_singikai.html 

 

※ 委員名簿は別添のとおり 

 
詳しくはこちらをご覧ください 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/ 

【問い合わせ先】 
生活文化スポーツ局消費生活部企画調整課 
伊与・日置 
内線：２９－８１２ 
直通 ０３－５０００－１４６３ 

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/hourei/singi/27_singikai.html
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/


「多摩消費生活センターの機能強化について」【答申概要】

（１）東京都消費生活基本計画の基本方針︓『サステナブルなライフスタイルの推進』『デジタル社会の急速な進展に伴う新たな課題への対応』
（２）多摩消費生活センターが今後果たすべき役割︓『市町村や消費者団体等との連携・協働』『多摩地域の特色に根差した事業の展開』

（１）社会のデジタル化の進展 （２）持続可能な開発目標（SDGs）
の達成に向けた動き

（３）多摩地域の特色

・オンラインミーティング・学習の機会増加
・高齢者とその他の世代で情報化の進展に格差

・企業、消費者双方のSDGsへの関心の高まり
・エシカル消費の認知度も向上

・子ども、20歳以下の若年者、高齢者の
人口割合が比較的高い

・都内における農産物の生産拠点としての一面

（１）学習の場の提供
【課題】
消費者や消費者団体の自主的な学習・活動等
に対する支援

２ 現状の課題と今後の取組

【今後の方向性】
施設の環境整備や機能強化による利便性の向上
①安全で使いやすい通信環境の整備
②施設予約に係る負担の軽減（WEBの活用）
③交流コーナーのリニューアル
④図書資料室のサービス向上
⑤新規団体への活動場所の提供と交流促進

（２）消費者教育
【課題】
消費者教育の一層の推進と持続可能な
消費の普及

【今後の方向性】
多摩地域・多摩センターの特色を生かした
情報発信・教育
①講座等のオンライン配信・収録に適した環境

の整備
②消費者団体との協働強化による啓発効果の向上
③エシカル消費や食育の推進

（３）市町村支援
【課題】
市町村における消費生活行政推進のため
の支援

【今後の方向性】
センター機能の発揮による「点」から「面」
への拡大
➢各種会議を通じた市町村との緊密な連携
➢市町村との共催講座でのノウハウの共有、

効果的な教育につながるコーディネート
機能の充実

➢市町村の取組を横断的に提供

１ 今後の取組の方向性における基本方針

【第１章 多摩消費生活センターを取り巻く状況】

【第２章 多摩消費生活センターの現状と課題及び今後の取組の方向性】



施設概要
○所在地

立川市柴崎町２－15－19（立川駅南口 徒歩10分） ※平成19年度末から現在地に所在
東京都北多摩北部建設事務所３階（使用承認845.63㎡）

○貸出施設等
学習室Ａ・Ｂ、教室Ⅰ・Ⅱ、保育室、実習室（実験・調理）、交流コーナー
図書資料室︓蔵書約8,000冊、DVD等約560本

多摩消費生活センターの概要 （参考）

○自主事業（消費生活講座︓全60回程度、受講者 H30 約2,500人 R4 集合約400人、配信約3,400視聴（見込））

○市町村や消費者団体への支援
・教室等の貸出
・図書資料室や交流コーナーの運営 ・消費生活関係展示パネルの製作・貸出

○市町村や消費者団体との連携事業
・市町村共催講座 ・市町村消費生活センター所長会や市町村各ブロック会議での情報共有
・利用者懇談会 ・消費者月間事業（多摩会場）

事業概要

講座名称 講座のテーマ 等
多摩消費生活センターで主催
食育講座 食育・地産池消をテーマとした講座（年6回）
消費者問題連続講座 消費者が安心して生活するための基礎知識や消費者問題に関する体系的な知識を学ぶ（年10回）
親子夏休み講座 小学生とその保護者を対象に親子で消費者問題を学ぶ（年８回）
消費生活総合センター（飯田橋）との合同開催
消費者問題マスター講座 地域や職場などで消費者教育等の推進に中心的な役割を果たすことができる人材を育成（年13回）
消費者問題教員講座 教員向けに学校における消費者教育に必要な知識を提供（年13回）
実験実習講座 講義や実験を通じて消費者問題についての知識を深める（年８回）



氏　　　　　名 現　　　　　職

委員 アオヤギ 有希子 東京都議会議員

石 島 秀 起 東京都議会議員

石 戸 谷 豊 弁護士

沖 野 眞 已 東京大学大学院法学政治学研究科教授

小 野 由 美 子 東京家政学院大学現代生活学部准教授

柿 野 成 美
法政大学大学院政策創造研究科准教授
公益財団法人消費者教育支援センター　理事 首席主任研究員

会長 鹿 野 菜 穂 子 慶應義塾大学大学院法務研究科教授

か ま た 悦 子 東京都議会議員

川 地 宏 行 明治大学法学部専任教授

北 村 光 司 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 主任研究員

小 浦 道 子 東京消費者団体連絡センター事務局長

坂 倉 忠 夫 公益社団法人消費者関連専門家会議専務理事

末 吉 里 花 一般社団法人エシカル協会代表理事

関 和 子 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟理事

平 け い し ょ う 東京都議会議員

角 田 真 理 子 明治学院大学法学部消費情報環境法学科教授

坪 田 郁 子 公益社団法人全国消費生活相談員協会専務理事

湊 元 良 明 東京商工会議所理事・事務局長

原 田 由 里 一般社団法人ＥＣネットワーク理事

会長代理 平 澤 慎 一 弁護士

平 野 祐 子 主婦連合会副会長

牧 野 剛 日本チェーンストア協会専務理事

松 谷 茂 一般財団法人東京私立中学高等学校協会総務部長

宮 瀬 英 治 東京都議会議員

吉 田 寿 美 東京都公立高等学校長協会副会長

専門員 岡 崎 竜 子 東京都金融広報委員会事務局長

藤 沢 行 男 東京都民生児童委員連合会常任協議員

山 浦 拓 也 公益財団法人東京都私学財団事務局長

五十嵐 ちづ
子

多摩のくらしを考えるコンシューマーズネットワーク事務局
長

中 島 弘
陽

立川市市民生活部生活安全課長

第２７次東京都消費生活対策審議会委員名簿

任期：令和４年５月２０日～令和６年５月１９日


